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データマッチングの手続き

１．求職系データについて（図１を参照のこと）

（１）雇用保険トータルシステムにおける被保険者台帳につらなる得喪トレーラーのうち、

離職等年月日が2005年８月中であるものを抽出するとともに、被保険者台帳から、被保険

者番号を把握する。

（２）さらに、（１）よりも１つから３つ後の得喪トレーラーがある人についてはそれも格納

する。

（３）（１）で得た被保険者番号を、総合的雇用情報システムのうち求職者台帳にある被保険

者番号と照らし合わせ、一致した求職者台帳をマッチさせる。（被保険者番号がない場合

でも、性別と生年月日が一致する場合をマッチさせる）

（４）（３）の求職者台帳につらなる紹介状況トレーラーから、ハローワークによって紹介さ

れた求人番号を確定する。ただし、紹介状況トレーラーは、最新のものから20件までを格

納する。

（５）そして、（１）の得喪トレーラーから、その支給番号と一致する支給台帳を探し出す。

（６）（１）のひとつ後の得喪トレーラーがある場合、その事業所番号と一致する適用事業所

台帳を探し出す。

２．求人系データについて（図２を参照のこと）

（１）2005年８月中にハローワークに登録された求人に関するデータを、求人台帳の受付日

時にあたることで集める。

（２）当該求人の顛末を、求人番号を介して求人台帳に連なる紹介トレーラーを抽出するこ

とで確認する。ただし、紹介トレーラーは最も古いもの（最初に紹介されたもの）から20

名分とし、紹介トレーラーに保存されている紹介のいきさつや顛末などを格納する。これ

によって、ハローワーク経由でどのような紹介が行われ、どのような顛末となったかを知

ることができる。

①　この20名のなかに採用者がいた場合には、求人番号を介して雇用予約トレーラーを

走査し、採用予定日を獲得する。
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②　また、これら20名について求職番号を介して求職台帳を求め、求職者の属性をピッ

クアップする。同時に、求職番号をさらに介して、当該求人を含めて最大20箇所まで

の紹介トレーラーを格納する。

（３）当該求人について、雇用保険事業所番号を介して、雇用保険事業所台帳を獲得し、さ

らに次の条件で事業所に連なる得喪トレーラーを獲得することで、求人期間中の雇用保険

被加入者の入職の有無を確認する。

但し、

①　確認する時期は、当該求人が決定した場合、求人受け日時から②で採取された採用予

定者の採用決定日まで

②　当該求人に採用がない場合、求人受付から90日間

③　最大1200名まで

とした。

以上。
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図２　求人系データの構造

図１　求職系データの構造



求職系データの構造上の問題点

１．求職系データの構造の全般についての留意点

本研究で用いた求職系データには以下のようなサンプルセレクションがかかっており、ハ

ローワーク利用者の全体像を示したものではない。第１に、本研究で用いたデータは、雇用

保険業務統計の「雇用保険加入者であった者で、2005年８月１日～８月31日に喪失データが

入力された被保険者台帳」をデータのベースとしている。第２に、再就職できたかどうかは、

再就職先で雇用保険に加入した人についてしか把握できない構造となっており、たとえ再就

職を実現していたとしても、再就職先で雇用保険に加入していない人までは情報を捕捉でき

ていない。すなわち、前職で雇用保険に加入していた者を母集団とし、分析上主要な変数で

ある再就職の実現に係る変数は、雇用保険に加入する形での再就職者についての情報のみと

いうデータ構造となっている。

それゆえ、本資料シリーズの分析結果の解釈においては、使用データ自体が、ハローワー

ク利用者の全体像を示したものではないことに留意した上で行うことが必要である。

以下で、上記２つのサンプルセレクションの詳細と、その他の残されたデータ上の制約事

項について説明する。

２．抽出されたデータの留意点

（１）基本となる被保険者台帳データの留意点

「第Ⅲ部：資料編　データマッチングの手続き」においても述べたように、ハローワーク

利用者に係る情報を得るために、雇用保険トータルシステムにより作成された被保険者台帳

に登録されている雇用保険被保険者番号と、総合的雇用情報システムの求職台帳ヘッダー

（ハローワークに求職の申込みをすることにより作成されるデータ）に登録されている雇用

保険被保険者番号を照合し、雇用保険被保険者番号が一致する求職台帳ヘッダーのみを抽出

するというデータマッチングを行っている。

このようなデータマッチングの方法をとることによって、ハローワーク求職者のうち自営

業、専業主婦、フリーター、短時間就労者（20時間未満）等、雇用保険被保険者ではなかっ

た求職者及び在職求職者で資格喪失しなかった者については基本となる被保険者台帳データ

に含まれておらず、そもそも今回の研究対象外となっていることに留意が必要である。

（２）求職台帳データの留意点

今回抽出された求職台帳データは、上記２（１）の条件に基づいたものであり、あくまで

も、基本となる被保険者台帳データと「雇用保険被保険者番号」が連動している求職台帳ヘ

ッダーである。このことから、下記のような、雇用保険被保険者番号を求職受理時に登録し

ないハローワーク求職者の求職台帳ヘッダーについては抽出されていないことに、留意が必
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要である。

①　在職期間が短い等、雇用保険受給資格が得られずにハローワークを利用した者。

②　離職後、離職票の交付前にハローワークを利用したが、交付後も雇用保険手続きをと

らなかった者。

③　在職中からハローワークを利用し、対象期間中に資格喪失をしたが、雇用保険受給手

続きをとらなかった者。

また、上記三点以外にも、ハローワーク利用者の中には、紹介状をもらわず、自己検索機、

ハローワークインターネットサービスなどを見て、直接企業に行く直行組が存在することに

留意する必要がある。

３．その他のデータクリーニングの手続き

１、２でまとめたデータ構造上の問題は克服できないが、より厳密なデータを分析に用い

るために、以下のデータクリーニングを行った。

（１）離職以外の喪失原因について

対象得喪トレーラーの喪失原因が「１　離職以外の理由」及び「４　激甚災害休業」とな

っている者は、離職者ではないため、分析対象から除外した。

（２）事前に就職が決定していたケースについて

求職台帳データも支給台帳データもない者のうち、得喪トレーラーの離職の翌日に資格を

取得した者は離職前に次の就職先が決まっていた者であると考えられるため、分析対象から

除外した。

また、得喪トレーラーの資格喪失日と直後の得喪トレーラーの資格取得日が近接している

者（日付の差が２～７日以内の者）は、同様に離職前に次の就職先が決まっていた者と推測

されるとともに、雇用保険の受給要件から勘案して１、求職活動を行っている求職者として

研究の対象とすることは適当でないとも考えられることから、対象から除外した。

（３）資格喪失時において65歳以上の者について

65歳に達した日以後離職した者は、以降、雇用保険受給者となることはないため、雇用保

険の得喪データで就職・非就職を判別することができず、適切な比較対象となり得ないため

除外した。

（４）支給台帳ありで求職台帳なしのケースについて

雇用保険トータルシステム上に支給台帳があるにも拘らず、総合的雇用情報システム上に

－211－

１ 雇用保険受給資格手続き上、受給資格決定日から７日間（待期期間）は給付金が支給されない。



求職台帳ヘッダーがない者については、実際にハローワークを利用しているため利用者であ

ると考えられる。しかし、彼らは季節求職者や係争中の者など、総合的雇用情報システムの

求職台帳データが存在しない者であることから２、本研究の趣旨から分析対象から除外し

た。

以上のデータクリーニング作業の結果、ハローワーク利用者は172,676人、うち就職者は

82,459人となる。

以上。
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２ 季節求職者（短期特例被保険者）の場合、雇用保険トータルシステムには被保険者データが入力されるが、一
般の求職申込みとは違う就労条件のため、総合的雇用情報システムには求職データを反映させていない取扱いを
している。また、季節求人についても同様の取扱いとなっているが、安定所を利用しているという実態はある。
そして、事業所が資格喪失届を安定所に提出し、資格を喪失した扱いになったものの、働いていた人自身は従業
員としての地位保全を求めている場合（係争中の場合）は、申し立て者は求職申込みしていないものの、地位保
全が実現された際には返還することを前提に給付金を支給している。
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